
● さいたま市の発達障害者支援システムのイメージ図 ●

●障害者生活支援センター
●障害者総合支援センター
　（就労支援）
●福祉事務所　
●医療機関
●学校（高校・大学・専門学校）
●障害者職業センター
●企業
●ハローワーク
●消費生活センター
●親の会　等

●学校（小中高）
　特別支援教育コーディネーター
　校内委員会　等
●特別支援学校
●医療機関
●親の会　等

●保健センター
●保健所
●保育園
●幼稚園
●障害児通園施設
●医療機関
●親の会　等

●総合療育センター
　ひまわり学園
●療育センターさくら草

ー早期診断・早期療育ー

●特別支援
　教育相談センター
●特別支援
　ネットワーク連携協議会

児童相談所

乳幼児期 学齢期 成人期
（18 歳以上）

相談・情報提供・関係機関調整・普及啓発発達障害者支援センター

こころの健康
センター

＊本人が18歳以下の方で、継続的な支援が必要な方に関しては、お話を伺ったうえで、適当と思われる機関を
ご案内します。

（１８歳以上）
継続的な相談支援、
就労支援等

（１８歳以上）
継続的な相談支援、
就労支援等


